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◇秋田県傷病者搬送受入協議会条例（秋田県条例第64号）
１　消防法（昭和23年法律第186号）第35条の８第１項に規定する協議会として設置する秋田県傷病者搬送受入協議会
の組織、委員の任期等、会長、会議、部会及び会長への委任について定めることとした。（第２条～第６条関係）
２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成21年10月30日から施行することとした。
　⑵　特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和31年秋田県条例第35号）について所要の
規定の整備を行うこととした。

◇市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第65号）
１　次の事務に係る法令の一部改正等に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
　⑴　農地法（昭和27年法律第229号）の規定による土地等の立入調査等（別表第48の２、別表第49及び別表第50関
係）

　⑵　家庭用品品質表示法（昭和37年法律第104号）の規定による指示に従わない旨の公表等（別表第72の５関係）
　⑶　消費生活用製品安全法（昭和48年法律第31号）の規定による損失の補償（別表第72の６関係）
　⑷　医療法（昭和23年法律第205号）の規定による医療法人の決算の届出の受理（別表第85関係）
　⑸　薬事法（昭和35年法律第145号）の規定による卸売一般販売業の許可の申請等の受理（別表第85関係）
２　施行期日
　　この条例は、農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれ
か遅い日から施行することとした。ただし、１⑵から⑸までは、公布の日から施行することとした。

◇秋田県地域福祉基金条例を廃止する条例（秋田県条例第66号）
１　秋田県地域福祉基金条例（平成３年秋田県条例第31号）を廃止することとした。
２　施行期日
　　この条例は、平成21年12月１日から施行することとした。

◇秋田県小規模介護施設等整備促進臨時対策基金条例（秋田県条例第67号）
１　介護保険事業による多様な保健医療サービス及び福祉サービスの提供並びに介護施設等における火災発生時の入所
者等の安全の確保を図るため、⑴及び⑵の促進に係る臨時の事業に充てる資金として、秋田県小規模介護施設等整備
促進臨時対策基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
　⑴　小規模介護施設（小規模特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、認知症高齢者グループホーム等の施設で、そ
の定員が29人以下のものをいう。）の新設又は増設

　⑵　介護施設等（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム等の施設で消防法施行令の一部を改正す
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る政令（平成19年政令第179号）の施行により平成24年３月31日までにスプリンクラー設備を設置するものとされ
た施設等をいう。）における同設備の整備

２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成24年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県介護職員処遇改善等臨時対策基金条例（秋田県条例第68号）
１　介護事業所において介護に従事する人材の確保及び介護施設の運営の安定を図るため、⑴及び⑵に係る臨時の事業
に充てる資金として、秋田県介護職員処遇改善等臨時対策基金（以下「基金」という。）を設置することとした。
（第１条関係）
　⑴　介護事業所（⑵の施設等をいう。）において介護に従事する職員（看護に従事する職員を除く。）の賃金の引上
げその他処遇の改善

　⑵　介護施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム等の施設をいう。）の開設の準備
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び知事への委任について定めること
とした。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成24年12月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定に係る汚染土壌処理業許可手数料徴収条例（秋
田県条例第69号）
１　県は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成21年法律第23号。以下「法」という。）附則第２条第１項の規
定により法による改正後の土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第22条第１項の汚染土壌の処理の事業の許可を受
けようとする者から、手数料を徴収することとした。（第１条関係）
２　手数料の額は、汚染土壌の処理の事業の許可の申請１件につき24万円とすることとした。（第２条関係）
３　手数料は、申請があったときに徴収することとした。（第３条関係）
４　既に徴収した手数料は、還付しないこととした。（第４条関係）
５　施行期日等
　⑴　この条例は、法附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施
行することとした。

　⑵　この条例は、法の施行の日の前日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県保育所整備等臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第70号）
１　題名を、秋田県子育て支援等臨時対策基金条例に改めることとした。
２　秋田県保育所整備等臨時対策基金（以下「基金」という。）が対象とする事業に、地域における子育て支援に関す
る活動の支援、母子家庭及び父子家庭への支援その他の子育て支援並びに児童福祉法（昭和22年法律第164号）第41
条に規定する児童養護施設の退所者への就業の支援その他の児童等に関する社会的養護に係る事業を加えることとし
た。（第１条関係）
３　知事は、第１条に規定する事業について文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事業の実施期限ごとに当該事業に
係る基金の保管の状況等を当該大臣に報告した場合において国庫に返還すべき額が生じたときは、その額に相当する
金額を国庫に返還するため、基金の一部を処分することができることとした。（第６条関係）
４　基金の設置期限を平成27年３月31日（現行平成23年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
５　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県立特別支援学校設置条例の一部を改正する条例（秋田県条例第71号）
１　秋田県立盲学校及び秋田県立聾

ろう

学校の位置を秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番127に改めることとした。（第２条
関係）
２　秋田県立秋田養護学校及び秋田県立勝平養護学校を廃止するとともに、新たに設置する特別支援学校の名称及び位
置を次のとおりとすることとした。（第２条関係）

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇
◇ ◇
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３　施行期日等
　⑴　この条例は、平成22年４月１日から施行することとした。
　⑵　この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
　⑶　学校職員の定数に関する条例（昭和37年秋田県条例第５号）について所要の規定の整理を行うこととした。

◇秋田県公安委員会関係手数料徴収条例の一部を改正する条例（秋田県条例第72号）
１　銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請等に係る手数料の額を次のとおり引き上げることとした。（第８条関係）

（１件につき）　

２　認知機能に関する検査の申請をする者等から手数料を徴収することとし、その額を次のとおりとすることとした。
（第８条関係）

（１件又は１回につき）　

３　施行期日
　　この条例は、平成21年12月４日から施行することとした。

名称

秋田県立秋田きらり支援学校

位置

秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３番127

区分

認知機能に関する検査の申請

猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講

年少射撃資格の認定の申請
（同時申請の場合）

年少射撃資格認定証の書換え

年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格の認定のための講習会の受講

手数料の額

　650円

12,300円

 9,600円
 （5,900円）

 1,800円

 1,900円

 9,700円

区分

銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請

　猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者
　（同時申請の場合）

　上記以外の者
　（同時申請の場合）

猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の申請

猟銃及び空気銃の所持の許可の更新の申請

　新たな許可証の交付を伴う場合
　（同時申請の場合）

　上記以外の場合
　（同時申請の場合）

射撃教習を受ける資格の認定の申請

射撃練習を行う資格の認定の申請

改正前

5,400円
（3,100円）

9,000円
（5,300円）

21,000円

5,800円
（3,500円）

5,400円
（3,100円）

7,900円

7,900円

改正後

6,800円
（4,300円）

10,500円
（6,700円）

22,000円

7,200円
（4,800円）

6,800円
（4,400円）

8,900円

8,900円

引上額

1,400円
（1,200円）

1,500円
（1,400円）

1,000円

1,400円
（1,300円）

1,400円
（1,300円）

1,000円

1,000円

◇ ◇
◇ ◇
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　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 一　 秋 田 県 傷 病 者 搬 送 受 入 協 議 会 条 例

　 二　 市 町 村 へ の 権 限 移 譲 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 秋 田 県 地 域 福 祉 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 小 規 模 介 護 施 設 等 整 備 促 進 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 五　 秋 田 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 六　 秋 田 県 土 壌 汚 染 対 策 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に 係 る 汚 染 土 壌 処 理 業 許 可 手 数 料 徴 収 条 例

　 七　 秋 田 県 保 育 所 整 備 等 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 八　 秋 田 県 立 特 別 支 援 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 九　 秋 田 県 公 安 委 員 会 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 一 年 十 月 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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秋 田 県 条 例 第 六 十 五 号

市 町 村 へ の 権 限 移 譲 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

市 町 村 へ の 権 限 移 譲 の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 四 十 八 の 二 第 二 号 中 「 第 八 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第 三 号 中 「 第 八 十 三 条 」 を 「 第 五 十 条 」 に 改 め る 。

別 表 第 四 十 九 第 三 号 中 「 第 八 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第 四 号 中 「 第 八 十 三 条 」 を 「 第 五 十 条 」 に 改 め 、 同 表 第 五 号 中 「 第

八 十 三 条 の 二 」 を 「 第 五 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 五 十 第 一 号 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第 二 号 中 「 第 八 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第 三

号 中 「 第 八 十 三 条 」 を 「 第 五 十 条 」 に 改 め る 。

別 表 第 七 十 二 の 五 第 二 号 中 「 第 四 条 第 二 項 」 を 「 第 四 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 表 第 四 号 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 十 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 表 第 五 号

中 「 第 三 条 第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 三 項 」 に 、 「 経 済 産 業 大 臣 」 を 「 消 費 者 庁 長 官 」 に 改 め る 。

別 表 第 七 十 二 の 六 第 四 号 中 「 第 四 十 二 条 第 二 項 」 を 「 第 四 十 二 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 十 五 第 十 一 号 中 「 及 び 第 十 二 条 第 二 項 」 及 び を 削 り 、 を と し 、 か ら ま で を 一 つ ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 第 十 九 号 中 「 「 令 」 と い     

う 。 ） 」 の 下 に 「 、 薬 事 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 等 及 び 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十 一 年 政 令 第 二 号 ） 附 則 第 二 条 か ら

第 四 条 ま で 及 び 第 六 条 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る こ と と さ れ る 同 令 に よ る 改 正 前 の 令 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 旧 令 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 「 及

び 法 」 を 「 、 薬 事 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 一 年 厚 生 労 働 省 令 第 十 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る こ と

と さ れ る 同 令 に よ る 改 正 前 の 省 令 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 旧 省 令 」 と い う 。 ） 及 び 法 」 に 改 め 、 同 号 中 か ら ま で を 削 り 、 を と し 、 か ら ま で      

を 四 つ ず つ 繰 り 上 げ 、 を と し 、 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。   

旧 令 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 証 の 書 換 え 交 付 の 申 請 の 受 理 

旧 令 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 証 の 再 交 付 の 申 請 の 受 理 

旧 令 第 四 十 六 条 第 三 項 及 び 第 四 十 七 条 の 規 定 に よ る 許 可 証 の 返 納 の 受 理 

別 表 第 八 十 五 第 十 九 号 中 を 削 り 、 を と し 、 か ら を 二 つ ず つ 繰 り 上 げ 、 を と し 、 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。        

旧 省 令 第 百 五 十 九 条 の 規 定 に よ る 配 置 販 売 品 目 の 指 定 の 追 加 の 申 請 の 受 理 

別 表 第 八 十 五 第 十 九 号 中 「 」 を 「 」 と し 、 同 号 を 同 号 と す る 。     

附 則

こ の 条 例 は 、 農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 五 十 七 号 ） の 施 行 の 日 又 は こ の 条 例 の 公 布 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す る 。 た

だ し 、 別 表 第 七 十 二 の 五 、 別 表 第 七 十 二 の 六 及 び 別 表 第 八 十 五 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



－６－

平成21年10月16日（金曜日）  　号外第4号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2009年



－７－

平成21年10月16日（金曜日）  　号外第4号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2009年



－８－

平成21年10月16日（金曜日）  　号外第4号秋　田　県　公　報　　　　　　　  2009年

発 行 者　　秋　田　県　　　　　　　秋田市山王四丁目１番１号
購読料金　　一ヶ月3,675円（税込み）
印 刷 所　　株式会社　松原印刷社　　秋田市山王七丁目５番29号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：018－862－8766　ＦＡＸ：018－863－0005
　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL http://www.matsubarainsatsu.co. jp/
印 刷 者　　松原　繁雄　　　　　　　秋田市山王七丁目５番29号


